
議   事   録 

 

会議名 釧路市障がい者自立支援協議会 第２回雇用就労部会 

事務局 
釧路市障がい福祉課障がい福祉担当 

釧路市障がい者基幹相談支援センター 

開催日時 令和３年１０月２７日（水）１８：００～１９：００ 

開催場所 釧路市役所防災庁舎５Ｆ 会議室Ａ 

出
席
者 

委 員 

参加者：38名 

髙谷部会長(ぷれん)、和泉副部会長(ぶるうむ)、佐藤副部会長(夕日カ
フェ)、竹谷(あらんじぇ)、田村(あらんじぇⅡ)、今野(ぷろぐれ)、橋
本(りあん)、中山(ナポリの窯)、大澤(あかし)、境(創生会)、金岡(ば
うむ)、小西(サンフラワー)、小黒(ぱぐ)、町田(VIVIANA)、岡田(らび
ぃ)、鈴木(さはみす)、澤田(れぽぜ)、山形(りれいと)、鳥居(グラン・
ジュテ)、今野(さわやか釧路)、内藤(しえんす)、齊藤(ななはち)、宮
下(かのん)、藤原(卵らん)、千葉(大きな木)、大友(みのり工房)、小林
(馬木葉クラブ)、香西(坂の上の木)、伊藤(すてっぷ)、小柏(あるま)、
行木(リフテ)、池田(ぷれん)、宮下(ハローワーク)、佐藤(くしろ若者

サポートステーション)、小田原(釧路養護学校)、成田(中標津支援学
校)、小形(鶴野支援学校)、池田(白糠養護学校) 

議事録担当：和泉(ぶるうむ)(敬称略） 

その他 なし 

傍聴者 なし 

事務局 

参加：5名 

清水課長補佐、辻野専門員、佐々木主査(障がい福祉課) 

竹内、近藤(基幹相談支援センター) 

会議次第 

１．開 会 

２．挨 拶 釧路市障がい者自立支援協議会 

雇用就労部会長：髙谷さふみ 

３．議 事 

（１）新規事業所紹介 

（２）事業所紹介の取り扱いについ 

（３）報酬改定について情報共有 

（４）事業所間での近況報告 

（５）その他 

４．閉 会 
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1、開 会  

 

2、挨 拶：髙谷雇用就労部会長  

 

3、議 事 

 

（１）新規事業所紹介 

【就労継続支援 B型：グラン・ジュテ】 

・住所は大楽毛南。合同会社グラン・ジュテが運営。主に手芸製品、お弁当、畑作業、カフェを事業 

とする。9月に開所。 

【就労継続支援 B型：しえんす】 

・住所は昭和南 3丁目。主に手芸、リサイクル製品の加工、目玉はないが何とかやっている。3月に開 

 所 

【就労継続支援 B型：ななはち】 

・住所は住吉２丁目。株式会社やわらぎが運営。主にカフェ営業。今は社員対象のカフェ、小物製作を

行う。まだ出来高制、ヘルパーサービスの売り上げが主な収入源。工賃が多い方で１万５千円くら

い。7月に開所 

【就労継続支援 B型：坂の上の木】 

・宿泊施設で食事の調理補助、清掃作業などを事業として行っている。 

【事務局】 

・就労継続支援 A型事業所はばたきが B型に変更。 

・新富士町に就労継続支援 A型事業所おとひま Lifeが開所。 

 

（２）事業所紹介の取り扱いについて 

【事務局】 

・自立支援協議会 HPに就労系事業所の作業状況等の情報提供を行う為,各事業所に記載フォームを送

っているが,未だに未提出の事業所がある。自立支援協議会のＨＰにアップをするので、早めの提

出をお願いしたい。 

 

（３）報酬改定について情報共有 

【部会長】 

スライドを使って説明 

【全体として】 

・就労系は、報酬単価が上昇。 

・新型コロナウイルス感染症に対応するための特例的な評価ということで、報酬改定率（0.51％）プラ

ス 0.05%（満年度換算）となったが、９月末までの措置ゆえ、10月分の請求から、この特別加算が終

了。 

・ニーズをふまえたきめ細かな支援を求められるようになっている。職場定着支援の報酬単価の見直
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し、Ａ型単価の見直し、スコア方式、コロナの影響で前年度の実績が良くない場合は、その前の年度

を基準に算定して構わない。その際、根拠を明確にすることなどを求められている。 

・施設外就労加算がなくなった。施設外就労加算の復活を国に伝えている。 

・虐待防止・身体拘束を行わない更なる推進。虐待防止委員会設置を義務づけ。身体拘束指針を整備。 

・処遇改善手当の加算の分配方法の柔軟。 

・食事提供加算、送迎加算の請求は継続。 

・経過措置の取り扱いについて、いずれなくなる加算があるかもしれない。 

・新型コロナウイルスの影響で直接面談が難しい場合は、zoom等オンラインで行なっても請求可。 

【就労移行支援】 

・就職後６か月経過後に算定、今までは５割、単価が変更。定員の５割以上就職し、定着している場合

は、単価が上がっている。 

・直近１年間の評価で、今年度は２か年を通して評価されることになっている。定員に対して高い定

着率を維持しなければ達成は難しい。９割５分の定着率の事業には高い単価が与えられる。 

【就労継続支援 A型・B型】 

・今回の報酬改定で、多様な働き方、地域連携は運営方針・環境整備に点数ポイントが置かれている。 

・Ａ型事業所は、点数により報酬がずいぶん異なっている。７時間以上働いている人の報酬が上がっ

ている。 

・定員数によって単価が変更。 

・避難訓練の義務化。地域と連携した災害対策の強化、関係機関との連携、訓練の実施時、地域と連携

して行なう事。町内会、近くの施設と一緒に行うなどの工夫が必要。 

・感染予防対策の強化、感染予防対策委員会の設立、３年間の経過措置、３年後には指針が明確。 

・業務継続に向けた取り組みの強化。特に ICTの作成を３年間で行うこと。ICTに関して、webでの会

議は可能。特に移行、定着はこの部分が手厚くなっている。企業からの訪問を拒まれた場合などに活

用を提案することができる。 

・全事業所年４回、個別支援計画に係るケース会議実施の場合は、ケース会議加算が付く。 

・虐待防止の推進、研修が今年度から義務化。責任者の設置も義務化。全国で行なわれている WEB 研

修に参加することもそれにあたる。身体拘束と虐待防止の研修・委員会等の設置は、同時に行なって

構わない。身体拘束を行なう場合は、個別支援計画に記載し、あらかじめ本人の了解をいただくこと

が必要であることと記録は必ず残す。 

（４）事業所間での近況報告 

【就労継続支援 B型：大きな木】 

・新型コロナウイルス感染症にて老人介護施設等でパン販売が出来ない状況だった。今は徐々に緩和

され、トータルでは持ち直している。利用者もパン製造や販売に元気に取り組んでいる。 
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【就労継続支援 B 型：工房かのん】 

・さをり織、昆布製品など、釧路市丹頂鶴自然公園に卸しているが、観光客の減少で収益減。昆布につ

いては、定期的にネット販売。新型コロナウイルスの影響により収益は減少。地道に回復させたい。 

【就労継続支援 B型：VIVIANA】 

・清掃作業が立ち入りできなくなり収益減。コロナ前の状態に戻ったら、新たなスタッフを雇ったり、

収入源を確保したい。新しい事業を始める必要を検討中。新製品できたら部会で紹介したい。 

【就労継続支援 B型：みのり工房】 

・施設外就労清掃が中心。他配食、しいたけ栽培を行う。新型コロナウイルスの影響でイベント減、収

入が前年度比減。 

【就労継続支援 B型：サン・フラワー】 

・サブレ、笹茶を販売。手芸品は受託。新型コロナウイルスの影響で収益減。売り上げ回復の為カタロ

グを作って販売を検討。配布について作業が忙しく家族やボランティアに手伝ってもらっている。 

【就労継続支援 A 型：あかし】 

・リサイクル業で無料回収した物を磨き直す、解体、金属類の仕分け、百貨店の箱折りを１ヶ月で５０

００個程行う。新型コロナウイルスの影響はさほどないが不動産屋からの清掃依頼が減少。 

【就労継続支援 B型：さはみす】 

・主に手芸品の製造販売、委託作業の請負、手芸がメインも作業減。前年度の半分以下。利用者は毎日

元気に作業。 

【部会長より】 

・Ｂ型の単価工賃について、３千円以下の事業所が設けられた工賃の支給基準によって変わる。仕事

がメイン、地域との連携加算、ぴあサポート加算など、仕事系、地域系に分かれた印象。全国的に 1

万 5千円を目指す動きとなっている。 

 

（５）その他 

【事務局より】 

➀障がい者工賃確保推進事業について説明 

➁釧路市障がい者基幹相談支援センター研修会について説明 

以上 


